
令和7年度　重点目標
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総務部等

地域一体による防災力の向上と災害対応力の強化

新たな行財政改革大綱及び公共施設等総合管理計画の策定と内部統制制度の構築

人材の確保・育成と職員が能力を発揮できる職場環境づくり

ICT利用拡大による市民サービスの向上と業務効率化の推進

公正かつ適正な選挙の管理執行と１０代の投票率向上に向けた施策の検討
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重点目標管理シート

部局名 　１位

①
②
③
④
⑤
⑥

○

(1) (1)

・

(2) (2)

・

(3) (3)

(4) (4)

・

○

○ (1) (1)

(2) (2)

○ (1) (1)

(2) (2)

○

(1) (1)

○

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

(5) (5)

○取組による効果・残された課題

消防車両の運転に必要な準中型自
動車免許等取得制度の運用

(5) 消防団員負担軽減に向けた調査研究 各種会議及び式典など負担軽減に
向けた体制への検討

特

記

事

項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点

防災人材の育成に向けた防災研
修会実施内容の検討

⑥

消防団機能の強化と消防団員の確保

通年

(1) 消防団活動の市民及び学生等への周知及び理解
による消防団員の確保、加入促進

消防団員の確保（定員1,850人)

充足率90％

(2) 消防団員等応援事業などの実施による消防団員
の福利厚生の充実

消防団員へ周知、利用促進

(3) 機能別団員の拡充と運用方法の検討 機能別団員の活用方法の統一化

(4) 団員機能強化として、準中型自動車免許等
取得制度の活用

⑤
防災人材確保に向けた調査研究

通年(1) 自主防災アドバイザー等連絡協議会を中心とし
た防災人材の育成と確保に向けた調査研究

④

災害備蓄品の充実と地域資源の活用

通年

備蓄計画の見直しによる多様な
ニーズに応じた備蓄品の充足(1) 良好な避難所環境に向けた備蓄品の充足

(2) 災害に備えた水源確保対策として、地域内井戸
水の新たな活用について検討

市内井戸の調査と国のガイドライ
ンに即した活用方針の策定

②
災害時情報伝達手段同報系システムの構築

(1)通年 (1) 運用実績の検証と、運用拡充に向
けた庁内調整体制への調査・研究

(1) 真田デジタル化推進事業を活用した防災DXの推
進

③

自助・共助による重点地区型防災訓練の実施

(1)8月30日
(2)通年

市民、自治会、関係団体を主体と
した重点地域型の訓練を実施(1) 地域と連携した市防災訓練（重点地域型）の実施

(2) 自主防災組織が主体的に行う訓練に対する助
言・指導及び資器材の貸与及び提供

効果的な訓練に向けた内容及び実
施方法等への助言指導

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見直しを行っ
た点）

(4) 災害情報伝達システム構築に向けた検討 伝達手段の多重化に向けた、官民
連携による新たな手段及び手法の
検討

情報伝達手段の多重化・多様化を推進するため
の伝達手段の拡充に向けた調査研究

(1)5月、1月
(2)(3)年度内
(4)通年

(1) 総合防災情報システムの効率的な運用 職員向け操作研修の定期実施及
び、訓練内容の拡充災害発生時に迅速かつ的確な情報の収集と提供を行う

ための、操作研修・訓練の継続的な実施

(2) システム機能の充実・強化 システムの操作性向上のための機能追
加及び、ポータルサイトの利便性向上
のための調査・研究

総合防災情報システム活用性及び連携システム
（防災ポータルサイト）の利便性向上に向けた
調査研究

(3) 災害対策本部各対策部の職員研修会の実施 本部情報収集班及び連絡員対象職
員への研修会を実施

危機管理防災担当者操作訓練　2回
全職員向けシステム操作訓練　1回
各地域危機管理担当、避難所開設担当職員への周知・操作説明　2
回

総合防災情報システムと、「避難所受付システム」が
連携可能か、確認・調査中

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

①

危機管理防災体制の強化

　第２編　安全・安心な快適環境のまちづくり 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

５　ＤＸやＧＸ等の革新的技術でＳＤＧｓを推進、人と自然が調和した活力あるまちをつくる
 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第２章　良好、快適な生活環境の形成

　　　　　第７節　地域防災力の向上と災害対応能力の強化

令和7年度

重点目標

消防操法・ラッパ吹奏大会での式典を簡略化。消防団会議も
試行的にリモート開催。更なる負担軽減を推進

地域一体による防災力の向上と災害対応力の強化 市長直轄 優先順位

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

(1) 将来を見据えた新たな行政サービスへの改革
　ア　ICTの活用による行政サービスの向上と業務の効率化

 現況・
　　課題

 目的・
　　効果

市災害対策本部の対応力の強化として、職員への定期的なシステム訓練及び各部の運営研修会を実施し、災害対応能力の向上を図ります。

該当する
SDGsの目標

災害時情報伝達手段同報系システムの構築による、伝達手段の多重化・多様化を推進します。
自助・共助を主体とした重点地区型の「上田市防災訓練」の実施に向けて、訓練内容の充実による効果的な訓練を実施します。
避難所での多様なニーズに応じた防災用備蓄品の充実を図るとともに、大規模地震に備えた井戸水などの地域資源の新たな活用への検討を進めます。

自主防災アドバイザー等連絡協議会を主体として、防災人材の育成と確保に向けて取組みを進めます。
地域防災力の中核となる消防団員の機能強化及び確保に向けた取組を推進します。

　上田市は、公助における災害対応力の強化に向けてＩＣＴの活用による市役所の情報収集配信体制の強化に加え、市民への情報伝達手段の多様化・多重化及び避難所環境の充実に向けた備蓄品の充足など、頻発化・激甚化する災害に即応し、安全・安心で住みよい上田
市を目指すために、自助・共助・公助のそれぞれが担う役割の明確化と連携体制の構築に向けて、防災講座や研修会など防災知識と意識の普及啓発に取組むとともに、自主防災組織に対する助成制度を活用した防災用資器材の購入を促進し、地域防災力の向上と防災体制
基盤の強化を推進しています。しかし、少子高齢化による地域の防災人材の確保が困難な状況において、持続可能な地域防災力を維持していくためには、地域の共助の中核を担う自主防災組織と、地域の防災力の中核を担う消防団との連携が重要であり、両者による平常
時からの連携を踏まえた統一的な新たな施策の展開や、防災人材の育成と確保など、将来を見据えた持続可能な地域防災体制の構築に向けた取組が必要不可欠となります。

7月28日に連絡員会議を実施。災害時連絡網を更新
し、非常伝達訓練時に連絡員の訓練を追加し対応

通信放送業者との、災害時の情報伝達手段の確保等を
規定した災害時応援協定締結の検討

(1)
真田デジタル化推進事業「キクもん」の担当者による
関連部署職員への研修会の実施、有線放送廃止に伴う
代替案としての対応検討

8月30日に防災訓練を実施し、関係機関20団体の協力
を得て、5会場で合計1,012人参加

訓練実施に向けた指導及び資器材を提供（備蓄食料
等）
10月9日現在訓練実績：90自治会令和4年度に策定した備蓄計画を時点修正等し、庁内
にて共有可能な資器材を調査し、共有した。

令和8年4月施行に向け、災害時協力井戸の登録に関す
る要綱の策定及び周知するための看板等を検討

自主防災アドバイザーによる講座対応等制度を調整中

今年度新たに6名の学生が入団し、学生団員は総勢15名

新たな入団促進事業を推進【充足率84.3％】

福利厚生の充実化を図るため、今年度から新規4施設
を追加し、家族での利用を促進

自治センター班用に防火服の整備を進めている。

現時点で4名分交付決定。交付予定者7名なので、更な
る制度活用のため周知対応
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重点目標管理シート

部局名 　２位

①

②

③

①

②

③

〇 第五次行財政改革大綱及びｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定 (1)～(3) (1)～(3)

大綱の策定方針の検討・協議

行財政改革推進委員会への諮問・審議・策定

アクションプログラムの策定

○ 公共施設等総合管理計画及び最適化方針の策定 (1)～(2) (1)～(2)

計画策定に向けた検討・協議

行財政改革推進委員会への諮問・審議・策定

公共施設最適化方針の策定

(3) (3)

○ 上田市版内部統制制度の構築

庁内検討会議の開催 (1) (2)
内部統制制度の構築

制度運用に係る研修 (2)～(3) (3)

○ カスハラ対応マニュアルの策定及び不当要求マ (1)
ニュアル見直し (2)

庁内検討会議等の開催 (2)～(3)

カスタマーハラスメント対応マニュアル策定 (3)
制度運用に係る研修

○ 市役所北駐車場の整備

土地収用法の事業手続き (1) 県の事業認定、税務署協議。 (1) 9月末に県へ事業認定申請書を提出

県との事前協議及び当初からの一部計画変更

駐車場拡張のための用地買収 (2) 地権者4名からの用地買収。 （選管備品用倉庫の取りやめ）により時間を

要した）

総合管理計画の策定について、5月に行財政改革推進
委員会に諮問。12月に答申予定

計画（案）を行政管理課で作成し、行財政改革推進委
員会及び庁内検討会議において審議中

10月にパブリックコメントを実施し、今後、市民意見
を反映していく予定

今後、改定後の計画に基づく個別施設計画を並行して
策定する予定

11月に県内先進自治体の視察、日弁連と制度の整備・
運用についての意見交換を実施予定

制度を構築し運用に係る庁内研修を実施予定

上半期は他自治体の情報収集のみにとどまり、具体的
な施策検討には至っていない

収集した情報をもとに、対応マニュアル策定に向けて
準備を進める

特

記

事

項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

⑤
(1) (1)　R7.10月

(2) (2)　R7.12月

④

部局横断的なチームによる検討会議
を開催する。

(1) (1)　R7.10月

(2) (2)　R8.3月 現在の不当要求マニュアルを見直すと
もにカスタマーハラスメント対応マ
ニュアルを策定し周知する。

(3) (3)　R8.3月

③

(1) (1)　R7.10月 部局横断的なチームによる検討会議
を開催する。(2) (2)　R8.3月

(3) (3)　R8.3月

上田市版内部統制制度を構築し、
制度周知を図る。

②

(1) (1)　R7.4月 公共施設のあり方を検討するための
基本的な考え方や取組みの方針等、
今後の公共施設マネジメントの指針と
なる計画を策定する。

(2) (2)　R7.5月～R8.1月

(3) (3)　R8.3月

公共施設の削減目標を達成するた
め、施設統廃合するための基本方
針を策定する。

今後、改定後の大綱に基づくアクションプログラムを
並行して策定する予定

①

(1) (1)　R7.4月 継続的な行財政改革を推進するための
基本的な指針となる大綱及び行財政改
革大綱の改革方針を具現化するための
目標値、期限など具体的な取組事項を
盛り込んだアクションプログラムを策
定する。

(2) (2)　R7.5月～R8.1月

(3) (3)　R8.3月

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見直
しを行った点）

第五次大綱の策定について、5月に行財政改革推進委
員会に諮問。12月に答申予定

大綱(案)を行政管理課で作成し、行財政改革推進委員
会及び庁内策定幹事会において審議中

10月にパブリックコメントを実施し、今後、市民意見
を反映していく予定

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

（１）将来を見据えた新たな行政サービスへの改革
（２）健全で持続可能な財政基盤への改革
（３）時代に即した行政運営への改革

「第三次上田市総合計画」でまちづくりの基本となる施策を定める一方、新たに策定する「第五次行財政改革大綱」において、行政経営の方向性を明確化
する

該当する
SDGsの目標

ための基本方針を定め、継続的な発展及び住民サービスの更なる充実を目指します。
公共施設について、全市的な計画に基づく建替えや改修等の更新、長寿命化、再配置等を行うことにより、財政負担の平準化とともに、限られた財源の有
効活用を図ります。

住民が安心して暮らし、必要な行政サービスを確実に受けられるよう、それらを阻害する恐れのある事務処理上の要因（リスク）をあらかじめ想定し、その発
生を予防するルールを策定、継続した取組を行う体制を構築します。

令和7年度

重点目標 新たな行財政改革大綱及び公共施設等総合管理計画の策定と内部統制制度の構築 総務部等 優先順位

　第１編　市民が主役のまちづくり 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政経営

　　　　　第１節　行財政改革の推進と住民サービスの充実

 現況・
　　課題

第四次行財政改革大綱の推進期間が令和7年度をもって終了することから、令和8年度からスタートする第三次総合計画の取組も踏まえ、新たな行政需要に的確に対応するための次期大綱及び大綱に基づく具体的な行動計画である
アクションプログラムを策定し、継続的な行財政改革への取組を図る必要があります。
現行の公共施設マネジメント基本方針の対象期間が令和7年度をもって終了することから、新たに公共施設等総合管理計画を策定し、当該計画に基づいた施設運営を行うとともに総量の削減、統廃合による施設の集約化・複合化、
耐震化、長寿命化、民間活力導入等の公共施設マネジメントを取り組む必要があります。
指定管理施設における管理運営問題に関連し、市のチェック体制など内部統制の確立を指摘した監査意見や、執行機関における内部統制の実効性を高めるため、内部統制の基本方針の策定とその体制整備を計画的に進めることを
求めた決算特別委員会からの附帯意見を踏まえ、内部統制制度の導入に向けて、組織や制度について検討していく必要があります。

 目的・
　　効果
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重点目標管理シート

部局名 　３位

①

②

③

(1) 職員研修計画に基づき、順次研修を実施

計画的な研修及びキャリア形成に向けた支援 (1) 職員研修計画に基づく研修の実施 (2) 庁内公募制度の事例調査・研究を行った。

の実施 キャリア面談の実施 (3) ワーク・ライフ・バランス推進月間の実施(8月)

職員の意欲を引き出す新たな人事制度の検討 (2) 庁内公募制度の導入に向けた検討 時間外上限時間超過に係る要因分析の実施(9月)

(3) 適切な勤務時間の管理、休暇取得 (4) 人事評価研修・自己評価研修の実施（5月）

仕事と生活の両立支援と超過勤務の縮減に の推進 (5)
向けた取組 (1)(2)(3)(4)(5)(6)年度内 (4) 人事評価研修の実施

人事評価制度の定着に向けた取組 (5) 健康診断の受診率向上、受診勧奨

健康診断の受診率向上及びメンタル不調者等 相談体制の強化、産業医等面談勧

への支援の推進 奨の実施 (6)
勤怠管理システムによる勤務時間の適正な管理 (6) 勤怠管理システムの導入範囲拡大

年齢構成の平準化を図るための新規採用の実 (1) 職員採用による優秀な人材の確保 (1) 定員管理計画を踏まえた適正な職員数の確保に向け

施と専門的知識・技術を有する人材の確保 (2) 障がい者活躍推進計画等に基づく 大卒程度（土木・建築）の早期募集をはじめ、職種ごと

多様な人材が活躍する職場の実現 (1)(2)(3)(4)年度内 障がい者の計画的な採用 に職員採用試験を実施

定年引上げに伴う高齢期職員の活用 (3) 60歳職員の意向を踏まえた適材適 (2) 障がい者枠で新規採用された会計年度任用職員のフォ

会計年度任用職員の適切な任用 所による配置 ローを適宜実施

(4) 総務省の会計年度任用職員制度に (3) 対象職員の意向調査及び面談を実施(7月)
係る事務処理マニュアル等を (4) 子の看護休暇の見直し、療養休暇を有給化（4月）
踏まえた適切な処遇の確保

○的確な例規整備等の実施と職員の法務能力の向上

的確な例規整備等の実施 (1) 的確な例規の制定改廃 (1) 上半期、条例12、規則17、その他25の計54の例規を整備

職員の法の意識（法令遵守等）並びに法務能 (1)(2)年度内 (2) 職員の法務能力の底上げ。職員研 (2) 後期新規採用職員研修において基礎法務研修を実施

力の向上 修の一環として顧問弁護士による

法制執務研修開催

○文書事務全般の適正な運用

文書管理システムの適正な運用、保存文 (1) 文書担当者会議等の開催、Web21 (1) 文書担当者説明会を開催し、ルールを徹底(5月)

書の適切な管理及びファイリングルール 等での周知

の徹底、電子決裁の推進 (1)(2)年度内

保存期限が到来した文書の適切な廃棄又は (2) 職員に対する選別基準の周知・ (2) 文書担当者説明会を開催し文書の移管・廃棄作業の注意

公文書館への移管、歴史公文書の選別基準の 徹底、適切な文書選別の実施 事項や選別基準の周知を行い、円滑な実施に努めた。

　　　　　第１節　行財政改革の推進と住民サービスの充実

　第１編　市民が主役のまちづくり

　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政経営

職員一人ひとりが全体の奉仕者であることを自覚し、職務の遂行に当たっては服務規律を遵守するとともに、市民の立場に立ち、市民の満足度が高く効率的で質の高い行政の実施に努めていく必要があります。

生産年齢人口の減少に伴う構造的な労働力不足の中、複雑化・多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応できるよう、有為な人材の確保・育成に努める必要があります。また、職員一人ひとりが心身ともに健康でその能力を十分に発揮
できるよう、職員の仕事と家庭生活の両立支援や多様な人材が活躍できる職場環境の整備を推進するとともに、職場全体で適切な勤務時間の管理や安全・快適な職場環境づくり、健康の保持増進を図る必要があります。

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け

該当する
SDGsの目標

③

上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

①

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

(1)

(2)

期間・期限
（いつ・いつまでに）

数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見直
しを行った点）

②

(1)

④

(1)

(2)

周知・徹底

(3)

(4)

(2)

(6)

(3)

(2)

(1)

(4)
(5)

令和7年度

重点目標 人材の確保・育成と職員が能力を発揮できる職場環境づくり 総務部等 優先順位

定年延長制度の実施に伴い、制度が完成する令和１４年度にかけて高齢期職員を中心に職員数の増加が見込まれることから、職員の年齢構成や行政需要を考慮しながら効率的な行政運営に資する適正な人員配置に努めるとともに、文書
事務の適正な運用・管理により、さらなる事務の効率化を推進する必要があります。

　構造的な労働力不足の中、新規学卒者をはじめとする職員の採用に注力するなど、必要な人材の確保を図るとともに、人材育成基本計画に基づ
く効果的な人材育成の推進や、職員が成長と成果を反映できる評価制度の運用、知識と経験を有する高齢期職員の活用等により、将来にわたる行
政機能の維持・向上を目指します。また、適切な勤務時間の管理や、仕事と生活の両立支援、効果的なメンタルヘルス対策等により、すべての職
員が能力を発揮でき、意欲的に働き続けられる職場環境づくりを進めるとともに、職員の法務能力向上と文書事務の適正な運用・管理により服務
規律を確保し、市民から信頼される行政を実現します。

健診受診率84.8%（R7.10.1時点）、ﾍﾙｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ未受診者
へ個別健診受診勧奨（R7.9～10月）
新規採用職員全員との個別面談（産業ｶｳﾝｾﾗｰ・保健師、
R7.8月～9月）、管理監督者向けﾗｲﾝｹｱ研修（R7.10月）

全庁での運用に先駆け5月から総務部・秘書課・危機管理
防災課・交流文化芸術センター・上田市立美術館で試験運
用を実施。10月以降順次範囲を拡大

○多様な人材の確保

○効果的な人材育成と働き方改革の推進

取組項目及び方法・手段（何をどのように）

 現況・
　　課題

 目的・
　　効果

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

(3)時代に即した行政運営への改革　ア行政組織の適正化　イ人材の確保・育成と職員の意識改革

特
記
事
項
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重点目標管理シート

部局名 　４位

①

②
③

①

②
③

〇 ICTの更なる業務活用 (1) (1) 施設予約システム、電子契約等の導入を支援

行政手続のオンライン化の促進 (2) RAG（検索拡張生成AI）の導入 (2) RAGを構築し、AIの回答精度の検証を開始
生成AI及びRPAの普及 RPA利用の研究・利用場面の拡大 RPA対応業務について検討

AI・RPA利用職員の増加 AI新規アカウントを50作成し、庁内約73%の課室で利用
職員パソコンのモバイル化の推進 (3) 出先機関の職員PC整備完了 (3) モバイル化推進に向け、端末配置を出先機関と調整中

(4) 利用職員の増加 (4) 航空写真更新を行い、庁内展開を進めている。

外部データを利用できるようシステムベンダーと調整

を進めている。

〇 地方公共団体情報システム標準化への取組

自治体システム標準化・共通化の推進 (1) (1) 8月に税系システムを標準準拠システムへ移行

標準化予定の他システムとの連携調整を実施
（健康管理、戸籍、就学、生活保護）

〇

(1) (1) サイバー攻撃の被害はなく、システムの安定稼働を

維持

(2) (2) e-learningを活用し研修を実施予定（10～12月）

(3) マイナンバー・情報セキュリティに係る内部監査・

(4) 自己点検を実施予定(10月)

〇

(1) (1) 産業振興部、上下水道局への展開を完了

追加として会計課、財産活用課、税務課、収納管理課に
展開（11部局59課室に展開済）

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

(1)将来を見据えた新たな行政サービスへの改革　　ア ICTの活用による行政サービスの向上と業務の効率化
(2)時代に即した行政運営への改革　　ウ 仕事のやり方の見直し

 現況・
　　課題

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、標準化対象の20業務について、令和７年度末までに地方公共団体に対して標準仕様に準拠したシステムの利用が義務付けられ、国が構築するクラウド（ガバメントクラウ
ド）を活用すること等が定められています。

今後予想される労働力人口減少への対応や、デジタル化を前提とした社会環境の変化に合わせた市民サービスの提供と質の向上を図るため、先端技術の活用と変革（DX)が求められています。
マイナポータルに代表される行政オンラインサービスの提供拡大に伴い、個人情報等の重要な情報資産を守るためのセキュリティ対策や、年々複雑化するシステムを安定して運用することが必要となっています。

 目的・
　　効果

自治体システム標準化・共通化や行政手続のオンライン化などに対応し、DXを一層推進します。

特
記
事
項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

④

DX推進への取組

(1) 先端技術の活用による業務効率化の推進 (1)通年 ビジネスチャット実証実験の拡大
（産業振興部、上下水道局他）

③

情報セキュリティの確保

(1) サイバー攻撃への対応 (1)通年

(4) マイナンバー制度の適切な運用 (4)通年 内部監査と職員研修の実施

安定した各業務システムの運用、
クライアントOSの計画的な更新

(2) セキュリティ研修、訓練の実施 (2)年度内 セキュリティ研修の実施

(3) セキュリティ内部監査及び自己点検の実施 (3)年度内 セキュリティ監査の実施

②
(1) (1)通年 標準化システムへの計画的な

移行

①

オンライン申請手続の増加

(1) (1)通年
(2) (2)通年

(3) (3)通年

(4) 統合型GISによる地図と台帳の一体的管理や庁内
地図情報の共有化による業務効率化の推進

(4)通年

オープンデータ等を用いた地図の
充実化

５　DXやGX等の革新的技術でSDGｓを推進、人と自然が調和した活力あるまちをつくる
 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政経営

　　　　　第１節　行財政改革の推進と住民サービスの充実

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見直
しを行った点）

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

(3)
 ・

(4)

該当する
SDGsの目標

AI/RPAといった先端技術の利活用により、市民サービスの向上と業務の効率化・高度化を推進します。
情報セキュリティのPDCAサイクルを実施することにより、セキュリティ対策の継続的な改善を図ります。

令和7年度

重点目標 ICT利用拡大による市民サービスの向上と業務効率化の推進 総務部等 優先順位

　第１編　市民が主役のまちづくり 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け
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重点目標管理シート

部局名 　５位

　
　

① 令和7年度は任期満了に伴う選挙として浦里財産区議会議員一般選挙、参議院議員通常選挙及び上田市長選挙及び上田市議会議員一般選挙が予定されているため、誤りなく適正に選挙を管理執行することが求められている。
② 投票率については、高校を卒業した18歳から20歳代前半の投票率の低さは顕著であり、不在者投票制度の周知などの選挙啓発、小学生、中学生及び高校生等への主権者教育の推進が投票率の向上を目指すにあたり重要となる。
③ 東庁舎の改修工事に伴い、東庁舎で保管していた書類、物品は一時保管場所に移転したが、恒久的な保管場所の確保が課題である。

① 選挙を法令に基づき公正かつ適正に管理執行することにより、透明性の高いきれいな選挙を実現する。
②

・倉庫の建設に向け、規模、機能等を検討。
・市が民間企業から新たに建物を譲り受けることになった
ため、当該建物において倉庫新設と同等の機能を確保する
ことができないか検討。

 目的・
　　効果

該当する
SDGsの目標

明るい選挙推進活動や選挙啓発を通して、選挙が政治に参加する最大の機会であることを伝えていくとともに、政治への関心を高めることに
より、投票率の向上が期待できる。また、主権者教育や学生に対する投票事務従事者の募集により、若年層の選挙への関心を高める。

　第　編 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第　章

　　　　　第　節

④

○　東庁舎工事に伴う新たな選挙執行体制の構築
   ・東庁舎の選挙物品の移転先確保 　年度末まで 恒久的な移転先となる倉庫の建設に向

け、建設場所、規模、機能等を決定。

特
記
事
項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点

②

○　選挙啓発の強化
　(1) 選挙啓発ポスターの募集を実施
　　　(若年層の選挙に対する関心を高めるため。)
　(2) 市民を対象とした「明るい選挙推進大会」
　　　を実施（明るい選挙の実現、投票率の向上
　　　を目指し実施する。)
  (3) 小中学校等への選挙物品の貸し出しを実施
　　　(生徒会役員選挙等に、選挙物品を活用して
　　　もらい、意識の高揚を図る。)
　(4) 小中高校への出前講座の実施

　(5) 投票事務へ大学生等の登用を促す。

　(1) 5月から8月まで

  (2) 年末

  (3) 随時

　(4) 随時
　

  (5) 選挙時

○取組による効果・残された課題

(1) 市内小・中・高校等に依頼し、
　　20点以上の作品を募る。
(2) 明るい選挙推進大会を実施し、
　　市民50人以上の参加を促す。

(3) 15校以上への貸出を実施。

(4）小・中・高校からの要請に基づ
　　き、選挙制度及び主権者教育等
　　についての出前講座を行う。
(5) 市内大学等の学生に投票事務従
　　事者の募集を行う。

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

 現況・
　　課題

③

〇　投票率の向上に向けた新たな施策の検討
 （1）投票機会の拡大に向けた移動期日前投票所
　　　の検討

 （2）職員の効率的な配置につながる投票所の見
　　　直しの検討

 （1）年度末まで

 （2）年度末まで

(1) 7月の参議院議員通常選挙におい
　　て、移動期日前投票所を試行
    開設し、本実施に向け課題を
    洗い出す。
(2) 見直しの対象となる投票所の
    検討

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

①

○　公正かつ適正な選挙の管理執行

　令和7年度に予定されている次の選挙を、
　　公職選挙法等の法令に基づき公正に執行する。
　(1) 上田市浦里財産区議会議員一般選挙
　(2) 参議院議員通常選挙
　(3) 上田市長選挙
  (4) 上田市議会議員一般選挙

任期満了日前30日以内に
実施する。

　選挙期日
(1)令和7年5月20日
　任期満了日
(2)令和7年7月28日
(3)令和8年4月8日
(4)令和8年4月8日

今年度実施する選挙を、法令に基づき公
正かつ適正に管理執行する。

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見直
しを行った点）

(1) 令和7年5月20日に適正に執行した。

(2) 令和7年7月20日に適正に執行した。

(3)(4) 3月の執行に向けて準備を進めた。

(1) 市内小・中・高校等に依頼し、次のとおり応募が
　　あった。　小学校７６点、中学校３点、高校なし。
　
(2) １２月に明るい選挙推進大会を開催する予定で、
　　実施内容の検討、参加者との調整を進めた。

(3) 高校２校への貸出を実施

(4）高校１校において、県と合同で実施

(5) ７月に執行した参議院議員通常選挙において、
　　大学、専門学校計6校で募集を行い、6名が投票
　　事務に従事。

(1) 7月に執行した参議院議員通常選挙において、
　　上田染谷丘高校に移動期日前投票所を試行
    開設した。

(2) 参議院議員通常選挙の結果を分析し、見直し
　　基準を検討

令和7年度

重点目標 公正かつ適正な選挙の管理執行と１０代の投票率向上に向けた施策の検討 選挙管理委員会事務局 優先順位
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